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（答申第１４５号） 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

   岐阜県知事（以下「実施機関」という｡）が行った公文書部分公開決定は妥

当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書の公開請求 

（１）審査請求人は、岐阜県情報公開条例（平成１２年岐阜県条例第５６号。以

下「条例」という。）第１１条第１項の規定に基づき、平成２８年８月１８

日付けで実施機関に対し、次のとおり公文書公開請求を行った（以下「本件

公開請求」という。）。 

 （２）本件公開請求の内容 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。

以下「精神保健福祉法」という。）第４章第１節に定める精神保健指定医につ

いて 

  ①○○○○医師（以下「本件医師」という。）の精神保健指定医に関する情報 

  ②本件医師が精神保健指定医に指定された年月日 

   ③その後の更新の有無、更新されているときはその年月日 

 ２ 実施機関の決定等 

（１）対象公文書の特定 

実施機関は、対象公文書として、「平成２６年度及び平成２７年度 ○○

○○に係る「岐阜県精神科病院実地指導及び実地審査資料」のうち、「②常

勤医師の状況」」を特定した。 

（２）実施機関の決定 

実施機関は、対象公文書に条例第６条第１号に該当する情報が記載されて

いるとして、公文書部分公開決定（以下「本件処分」という。）を行い、平

成２８年９月１日付け西保第８３０号により、審査請求人に通知した。 

 ３ 審査請求 

審査請求人は、本件処分を不服として平成２８年１０月１４日付けで、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対

して審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

４ 諮問 

  実施機関は、条例第１８条第１項の規定に基づき、平成２８年１１月２

５日付け保医第１４２４号で、本件審査請求について、岐阜県情報公開審

査会（以下「審査会」という。）に諮問した。 

 

第３ 審査請求人の主張 

１ 審査請求の趣旨 
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本件処分を取り消し、非公開とされた情報について公開することを求める。 

２ 審査請求の理由 

条例第６条第１号に該当するとの理由によって非公開としたのは不当であ
る。 

 

第４ 実施機関の主張 

１ 趣旨 

  本件処分は妥当である旨の答申を求める。 

２ 本件処分の理由 

実施機関が主張する本件処分の理由は、おおむね以下のとおりである。  

（１）個人情報該当性について 

  平成１８年に医師法（昭和２３年法律第２０１号）が改正され、それまで

個人情報に該当するとして公表されていなかった情報のうち、医師の氏名及

び性別、医籍の登録年月日並びに処分に関する事項が公表されることとなっ

た。 

これは、平成１７年１２月に取りまとめられた「『医師等の行政処分のあり

方等に関する検討会』報告書」の提言を受けたものであり、その内容は、「医

師等でない者からの医療の提供等を防止し、国民の生命・健康を保護する観

点から、氏名、性別及び登録年月日により医師等の資格確認を行うことを可

能にすることが適当であること」「医業等を行うことを禁止されている医師等

からの医療の提供を防止する等の観点から、医師等の資格確認の際、行政処

分の情報を、医業停止処分等については処分終了時又は再教育修了時の遅い

方までの間、戒告処分については再教育修了時までの間、提供することが適

当であること」というものである。 

また、精神保健指定医であるか否かという情報は個人情報に該当し、公開

非公開の判断は県の条例に基づいて行うべきものであることについて、医師

法及び精神保健福祉法を所管する厚生労働省にも確認している。 

したがって、精神保健指定医であるか否かという情報は、個人の経歴に関

するものであり、条例第６条第１号の個人情報に該当するものである。 

（２）部分公開決定の理由について 

対象公文書は、精神科病院の勤務医及び精神保健指定医の資格に関する一

覧表である。 

これは、実施機関が毎年実施する精神科病院実地指導・実地審査の資料と

して各精神科病院から提出される資料の一部分であり、精神保健指定医の資

格の有無にかかわらず、勤務医について作成されるものである。 

本件処分時点において、本件医師が勤務する病院のホームページには、本

件医師を含む当該病院に勤務する医師の一覧が掲載され、精神保健指定医で

あるという情報についても公にされていたことから、条例第６条第１号ただ

し書イに該当するとして、当該公にされていた情報が記載されている部分を

公開したものである。 
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第５ 審査会の判断 

当審査会は、本件諮問事案について審査した結果、次のように判断する。  

１ 対象公文書の特定について 

 実施機関は、本件請求に係る対象公文書として、前記「第２ 諮問事案の概

要」のうち、「２ 実施機関の決定等（１）対象公文書の特定」に記載のとお

り特定した。 

 この一覧表には、常勤医師の「氏名」、「年齢」、「採用年月日」、「臨床経験年

月」、「月平均出勤日数」、「週平均稼働日数」、「指定医番号」並びに「指定医証

交付（更新）日」及び「有効期限」が記載されている。 

２ 本件処分の妥当性について 

（１）条例第６条第１号（個人情報）の趣旨 

条例第６条第１号は、「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関

する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

により、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特

定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利

利益を害するおそれがあるもの」を非公開情報として規定し、同号ただし書イ

において、「法令及び条例（以下「法令等」という。）の定めるところにより

又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」について

は、非公開情報から除外すると規定している。 

   同号の趣旨は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプラ

イバシーを最大限に保護するため、特定の個人を識別することができる情報

については、非公開とすることを定めたものである。 

また、同号ただし書イの「公にされ」とは、当該情報が現に公衆が知

り得る状態に置かれていれば足り、現に公知（周知）の事実である必要

はないことを意味するものである。 

（２）条例第６条第１号該当性について 

   当審査会が実施機関から聴取したところによれば、特定の医師が精神保健

福祉法にいう精神保健指定医かどうかという情報は、個人の経歴に関する情

報であり、平成１８年に医師法が改正され、医師の氏名等が公表されること

となった後においても、公表すべきものとはされておらず、同法を所管する

厚生労働省においても同様の取扱いであることが認められる。 

   そうすると、本件請求において、本件医師が精神保健指定医であるか否か

という情報は、一般的には条例第６条第１号の個人情報に該当することが認

められる。 

また、対象公文書に記載された年齢、採用年月日等の情報が、いずれも医

師の個人情報であることは明らかである。 

（３）本件処分の妥当性について 

実施機関の説明によれば、本件処分時点において、本件医師が勤務する病
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院のホームページには、勤務する医師の情報が掲載され、本件医師を含め、

精神保健指定医であることが確認できたとしている。 

そうすると、当該ホームページに掲載されている情報を公開したとしても、

個人の権利利益を害するものではなく、当該情報の範囲においては、条例第

６条第１号ただし書イに該当し、公にされている情報であると認められる。 

したがって、実施機関が、対象公文書の一覧に記載された情報のうち、当

該ホームページに掲載されている医師の氏名を除く各項目の記載内容を非公

開とした本件処分は妥当である。 

３ 結論  

   以上により、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の処理経過 

      当審査会は、本件諮問事案について、以下のように審査を行った。 

 審   査   の   経   過 

平成28年11月25日 実施機関から諮問を受けた。 

平成29年１月18日 実施機関から弁明書（写し）を受領した。 

平成29年３月23日

（第144回審査会） 

諮問事案の審議を行った。 

 

平成29年４月11日

（第145回審査会） 

実施機関から口頭意見陳述を受けた。 

諮問事案の審議を行った。 

平成29年４月25日

（第146回審査会） 

諮問事案の審議を行った。 

 

 

 

  （参考）  岐阜県情報公開審査会委員 

 

 役 職 名 

 

氏 名 

 

職   業   等 

 

備 考 

 

 

 

 川田 智子 

 

行政書士 

 

 

 

会 長 

 

 栗山 知 

 

弁護士 

 

 

  

 下條 芳明 

 

朝日大学法学部教授 

 

 

 

 

 

 松浦 好子 

 

岐阜県商工会女性部連合会副会長 

 

 

 

 

 

和田 恵 

 

弁護士 

 

 

                                                                  （五十音順） 


